
投票日
4月21日㈰　7時～20時
期日前投票期間
4月15日㈪～20日㈯　8時30分～20時

▼入場券の配布
投票所入場券は世帯ごとに封筒で告示日4月14日㈰以降に発送します。
1つの封筒に同じ世帯の人の入場券（最大2人分）が入っています。投票
（又は期日前投票）には、事前に封筒を開き、本人の入場券を切り離して
持ってきてください。
●入場券がないときは
本人であることが確認できれば、入場券がなくても投票できます。投票所
の受付に申し出てください。

▼投票できる人
この選挙で投票できる人は、2006年4月22日以前に生まれた人で、2024年1月13日以前から引き続き碧南市の住
民基本台帳に登録されている人です（失権者を除く／転入の場合は2024年1月13日までに転入届出をした人）。
●転居（市内での転居）した人の投票所
4月2日㈫までに転居届を出した人…転居先の投票所
4月3日㈬以降に転居届を出した人…前住所地の投票所
●転出（市外へ転居）した人
投票するときに碧南市に住所を有している必要があるため、転出者は投票できません。

▼期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は、前もって期日前投
票ができます。

　4月15日㈪～20日㈯　8時30分～20時
　市役所　1階ホール
入場券が届いている場合は、裏面の宣誓書に必要事項を記入して持ってき
てください。入場券が届いていない人や入場券を持っていない人は期日前
投票会場にある宣誓書を記入してください。宣誓書は、市選挙管理委員会
のホームページからも印刷できます。

市長選挙・市議会議員一般選挙は、私たちにとって最も身近な選挙であり、向こう4年間の碧南市政に関わる大切
な選挙です。暮らしに直結する大切な一票を無駄にしないよう、きれいな選挙で私たちの代表を選びましょう。

その一票　つなげる世代　未来の碧南

碧南市長選挙・碧南市議会議員一般選挙
　市選挙管理委員会　 95-9868
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▼不在者投票
以下に該当する人は、不在者投票制度を利用できます。事前に手続きが必要ですので、早めに申し出てください。
①	不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・福祉施設などに入院・入所中の人が、病院長又は施設長に不	
在者投票をしたい旨を申し出れば、その病院又は老人ホームなどで不在者投票ができます。
②	市外滞在中の人があらかじめ市選挙管理委員会に不在者投票をしたい旨を申し出れば、滞在中の市町村の選挙管	
理委員会で不在者投票ができます。

▼郵便による不在者投票
投票所に行くことが困難な重度の障害などがある人は、郵便による不在者投票をすることができます。行う場合は、
あらかじめ市選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けた上で4月17日㈬17時までに投票用紙を
請求してください。

上肢又は視覚の障害がある人で、身体障害者手帳１級又は戦傷病者手帳特別項症～第２項症の人が、郵便による不
在者投票で本人が投票用紙に記載できない場合、あらかじめ定めた代理人によって投票用紙を記載すること（代
理記載）ができます。

▼点字投票
視覚障害があり点字ができる人は、点字投票ができます。
点字器、点字投票用紙は各投票所に用意してありますの
で、受付で申し出てください。

▼投票・開票速報
開票は、投票日当日の20時45分から臨海体育館で行い
ます。速報は、市ホームページで行います。
投票速報…9時頃から1～2時間ごとに発表
開票速報…22時頃から30分ごとに発表

▼代理投票
体が不自由な人や字が書けない人は、投票所へ来て
申し出れば補助者が代筆します。誰に投票したかは
絶対に秘密にするよう法律で守られていますので、
安心して投票できます。

▼選挙公報の配布
立候補者の氏名、経歴、政見などが掲載されている
選挙公報は、4月19日㈮頃までに各世帯に届けます。

東部市民プラザ、棚尾児童センターは臨時休館します
　東部市民プラザ　　 46-1188

　　棚尾児童センター　 48-2278
4月21日㈰は、東部市民プラザ及び棚尾児童センターを投票所として使用するため、東部市民プラザ、高齢者
元気ッス館（お風呂・筋トレルーム60）、東部児童センター及び棚尾児童センターを臨時休館します。

状態 手帳の種類など

身体障害者

両下肢、体幹、移動機能の障害 身体障害者手帳１級・２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸の障害 身体障害者手帳１級、３級

免疫、肝臓の障害 身体障害者手帳１級～３級

戦傷病者

両下肢、体幹の障害 戦傷病者手帳特別項症～第２項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓の障害 戦傷病者手帳特別項症～第３項症

要介護認定者 介護保険要介護認定 要介護５
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